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原子炉等規制法の改正に伴い新たに施行された規制基準に係る安全対策に 

ついて（回答） 

 

平成２５年１１月２１日付電原総第２４号で報告のあったこのことについては、安全を

第一義として、下記の条件を前提として了解するものであり、貴社の誠意ある対応を強く

求めます。 

 

記 

 

１ 島根原子力発電所２号炉の安全対策については、新規制基準の適合をもって終わりで

はなく、ゼロリスクを追求し続けること。このため、常に最新の知見を反映（バックフ

ィット）し、自主的にも安全性向上の取組を進め、最先端の対策をとること。また、万

が一事故が発生した場合には、責任をもって完全かつ十分な賠償を行うこと。 

２ 引き続き実施される原子力規制委員会の工事計画認可等所要の法令上の手続きに真摯

に対応するとともに、その状況を適宜鳥取県、米子市及び境港市に報告し、県民に対し

ても分かりやすく丁寧な説明を行うこと。この際、本県等より意見を出した場合は誠意

をもって対応すること。 

３ 長期にわたる停止後の再稼動となるものであり、格段の緊張感をもって安全を第一義

として取り組むこと。また、必要な安全性を確保するため、組織、人員体制、教育訓練、

人材育成、技術継承といった組織的・人的能力の向上に向け不断の充実・強化を責任を



 

 

もって行うこと。 

４ 島根原子力発電所に対する武力攻撃に関する最新の知見を安全対策に反映するととも

に、緊急を要する場合には国からの命令を待たず直ちに運転を停止すること。 

５ 水産資源等に影響を与えるような事態を回避するため、万全な汚染水対策を実施する

こと。 

６ 貴社と県民の信頼関係の礎となる「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に

関する協定書」を重んじ、安全を第一義とし、社員の心身の健康管理を含め、今後も安

全文化の醸成に取り組み、法令や協定を遵守し信頼回復に務め、必要な対策の実施状況

について適切に情報提供を行うこと。 

７ 鳥取県、米子市及び境港市が行う原子力防災対策について、誠意をもって協力を行う

こと。また、それぞれの責務を踏まえ、連携、協力内容及び財源措置を継続して実施す

ることを担保する協定を締結すること。 

 

 


